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もりトピ 健康くらし安全・安心子育て教育

時日時　内内容　場場所　対対象　定定員　申申込・申請　講講師　￥費用（無料の場合は掲載を省略しています）　保一時保育　持持ち物
備備考　注注意事項　提提出　配配布　問問い合わせ　℡電話番号　7フリーダイヤル　FAXファクス　 メール　HPホームページ

福祉 保険 税

公
的
年
金
等
の
受
給
者
の

 

扶
養
親
族
等
申
告
書

平成28年度守口市市民協働推進事業

還
付
金
詐
欺
に
注
意

戦
没
者
追
悼
式

国
民
健
康
保
険

　
被
保
険
者
証（
保
険
証
）

 

が
変
更

薬物乱用防止対話集会
～正しい知識と断る勇気を持とう～

シルバーフェア2016

市
税
は
納
期
内
に

家
屋
調
査
を
実
施
中

国
民
健
康
保
険
料

 

特
別
徴
収
の
開
始

　
現
在
使
用
中
の
保
険
証
の
有
効

期
限
は
、
10
月
31
日（
月
）で
す
。

　
新
保
険
証（
ク
リ
ー
ム
色
）を
９

月
下
旬
か
ら
、
順
次
簡
易
書
留
郵

便
で
各
家
庭
に
郵
送
し
ま
す
。

　
不
在
通
知
が
入
っ
て
い
た
場
合

は
、
必
ず
郵
便
局
に
連
絡
し
て
く

だ
さ
い
。

　
な
お
、
新
保
険
証
が
10
月
31
日

（
月
）ま
で
に
届
か
な
い
場
合
や
記

載
内
容
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
、

保
険
課
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
課・給
付
係

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

応
じ
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問
保
険
課・給
付
係

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

　近年、街中にまん延する危険ドラックや大麻、覚
せい剤などから子どもたちを守るため、薬物乱用防
止対話集会を開催します。
時11月５日（土）14:00~16:00
場市役所新庁舎 南エリア１階・大会議室
内

▽ 第１部…薬物乱用防止の講話など
講ハッピー浅田氏（写真）
▽第２部… 市立中学校および義務教育学校（さつき

学園後期課程）の生徒によるパネルディ
スカッション

　テーマ「気づいて、学んで、取り組む」
定300人
備 入場は自由。駐車場は40台程度まで駐車可能です。
また、自転車で来場の場合、庁内駐輪場を利用し
てください。

問健康福祉部・総務課
℡06-6992-1570
HP http://www.city.morig
uchi.osaka.jp/kakukan
oannai/kenkofukushi
bu/somuka/ index .
html

　
市
は
、
先
の
大
戦
で
亡
く
な
ら

れ
た
人
の
霊
を
慰
め
、
新
た
な
る

平
和
の
願
い
を
込
め
て
、
戦
没
者

追
悼
式
を
行
い
ま
す
。
多
数
ご
列

席
く
だ
さ
い
。

時
10
月
11
日（
火
）午
後
２
時

場 

守
口
文
化
セ
ン
タ
ー（
エ
ナ

ジ
ー
ホ
ー
ル
）

注▽ 

受
付
は
あ
り
ま
せ
ん
。
指
定
エ

リ
ア
に
着
席
し
て
く
だ
さ
い
。

▽ 

式
典
に
見
合
っ
た
服
装
で
お
越

し
く
だ
さ
い
。

▽ 

会
場
に
は
駐
車・
駐
輪
場
が
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
公
共
交
通
機

関
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。
自

転
車
や
車
で
来
場
の
場
合
、
近

隣
の
公
共
有
料
駐
輪
場
や
民
間

駐
車
場
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

問
健
康
福
祉
部・総
務
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
７
０

　
保
険
課
職
員
を
名
乗
る
者
か
ら

「
還
付
金
が
発
生
し
て
い
る
」と
コ

ン
ビ
ニ
な
ど
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
誘
導

し
、
預
金
を
引
き
出
そ
う
と
す
る

電
話
が
頻
発
し
て
い
ま
す
。

　
市
で
は
、
還
付
金
な
ど
の
手
続

き
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
直
接
電

話
を
か
け
た
り
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を

お
願
い
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り

ま
せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
な
不
審
な
電
話
が
あ

っ
た
場
合
は
、
絶
対
に
手
続
き
に

　
市
で
は
、
新
築
、
増
改
築
や
取

り
壊
し
の
あ
っ
た
家
屋
を
対
象
に

調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
調

査
は
、
平
成
29
年
度
の
固
定
資
産

税
の
評
価
額
を
算
定
す
る
た
め
の

も
の
で
す
。
屋
内
調
査
も
行
い
ま

す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

　
調
査
に
あ
た
る
職
員
は
、
固
定

資
産
評
価
補
助
員
証
を
携
帯
し
て

い
ま
す
の
で
、
提
示
を
求
め
て
く

だ
さ
い
。

問
課
税
課・家
屋
係

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

で
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。な
お
、

口
座
振
替（
自
動
払
込
）を
利
用
し

て
い
る
人
は
、
預
金
残
高
を
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

　
納
付
で
き
る
資
力
が
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
納
付
が
無
い
場
合
、

財
産（
不
動
産・預
金・給
与
な
ど
）

に
対
し
差
し
押
さ
え
、
公
売
な
ど

を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す

の
で
、
納
期
限
内
で
の
納
付
を
必

ず
お
願
い
し
ま
す
。

　
病
気
や
失
業
な
ど
の
理
由
で
納

付
が
困
難
な
場
合
は
、
納
期
限
ま

で
に
納
税
課
ま
で
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。

問
納
税
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
１

〜
１
８
５
４

備 

年
金
収
入
の
み
の
人
は
、
原
則

こ
の
申
告
書
の
内
容
が
源
泉
徴

収
さ
れ
る
所
得
税
や
個
人
市
民

税・府
民
税
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

問
課
税
課・市
民
税
係

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
５
６

を
平
準
化
す
る
た
め
に
、
平
成

29
年
８
月
の
特
別
徴
収
額
を
調

整
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
平
成
29
年
度
の
保
険
料
は
、
前

年
中
の
所
得
金
額
に
基
づ
き
計
算

し
、
４
月・６
月・８
月
に
仮
徴
収

す
る
保
険
料
額
を
差
し
引
い
た
残

り
の
保
険
料
額
を
、
平
成
29
年
10

月・
12
月
、
同
30
年
２
月
の
３
回

に
分
け
て
特
別
徴
収
し
ま
す
。

問
保
険
課・保
険
料
係

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
２
５

10
月
以
降
も
引
き
続
き
口
座
振

替
と
な
り
ま
す
。

　
平
成
29
年
４
月・
６
月・
８
月

は
、
平
成
29
年
２
月
の
年
金
額
か

ら
特
別
徴
収
さ
れ
た
保
険
料
額
と

同
額
を「
仮
徴
収
」と
し
て
特
別
徴

収
し
ま
す
。

注 

平
成
29
年
４
月・６
月・８
月
の

仮
徴
収
期
間
の
特
別
徴
収
額

が
、
平
成
29
年
10
月・
12
月
、

同
30
年
２
月
の
特
別
徴
収
額
よ

り
大
幅
に
高
い
場
合
、
徴
収
額

　
平
成
28
年
７
月
１
日
時
点
で
、

新
た
に
左
記
の
要
件
に
全
て
該
当

す
る
世
帯
は
、
10
月
か
ら
保
険
料

を
受
給
年
金
か
ら
天
引
き
す
る
特

別
徴
収
に
な
り
ま
す
。
該
当
世
帯

に
は
、
６
月
ま
た
は
７
月
に
送
付

の
平
成
28
年
度
国
民
健
康
保
険
料

賦
課
決
定
通
知
書
で
通
知
し
て
い

ま
す
。

▽ 

年
額
18
万
円
以
上
の
年
金
を
受

給
し
て
い
る

▽ 
国
保
加
入
者
が
全
て
65
歳
以
上

75
歳
未
満（
擬
制
世
帯
主
を
除

く
）

▽ 

世
帯
主
の
介
護
保
険
料
が
特
別

徴
収
さ
れ
て
い
る

▽ 

介
護
保
険
料
と
国
民
健
康
保
険

料
の
合
算
額
が
年
金
受
給
額
の

２
分
の
１
を
超
え
な
い

注 

保
険
料
の
滞
納
が
な
く
、
平
成

28
年
７
月
末
ま
で
に
口
座
振
替

を
選
択
し
た
世
帯
は
、
特
別
徴

収
の
対
象
世
帯
で
あ
っ
て
も
、

　
公
的
年
金
等
受
給
者
の
う
ち
所

得
税
の
課
税
対
象
と
な
る
人
に

は
、
公
的
年
金
支
払
者（
日
本
年

金
機
構
、
各
共
済
組
合
な
ど
）か

ら
毎
年
10
月
末
ご
ろ
に「
公
的
年

金
等
の
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申

告
書
」が
送
ら
れ
て
き
ま
す
の
で
、

扶
養
状
況
な
ど
の
必
要
事
項
を
記

入
し
、
期
限
ま
で
に
年
金
支
払
者

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
固
定
資
産
税・
都
市
計
画
税
の

第
３
期
分
ま
で
と
個
人
市
民
税・

府
民
税（
普
通
徴
収
分
）第
２
期
分

ま
で
、
お
よ
び
軽
自
動
車
税
を
納

め
て
い
な
い
人
は
、
至
急
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。
納
期
限
ま
で
に
納

付
が
な
い
場
合
、
納
付
さ
れ
る
ま

で
の
期
間
に
応
じ
て
延
滞
金
が
加

算
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
10
月
31
日（
月
）は
、
個

人
市
民
税・
府
民
税（
普
通
徴
収

分
）第
３
期
分
の
納
期
限
で
す
。

納
期
限
ま
で
に
近
く
の
金
融
機
関

や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料

夜間・休日納付相談
　平日や昼間、仕事などで忙しい人は利用してください。
夜間　10月11日（火）・13日（木）・14日（金）いずれも 19:30 まで
休日　10月16日（日）10:00~15:00
場保険収納課、保険課（市役所本館１階）
℡06-6992-1538、1532、1545
注 来庁時は、夜間休日受付出入口（正面玄関側）を利用してください。
　 車で来庁した人を対象に、相談時間帯のみ臨時駐車場を夜間休日受
付出入口（正面玄関側）の前に設置していますが、駐車台数に限りが
ありますので、ご協力をお願いします。

　現在、納期限までに納付している人との公平性・公正性を保つため、
法令に基づき差押処分をより一層強化しています。保険料の滞納があ
る場合は、早めに相談してください。

問保険収納課   ℡06-6992-1538

愛の献血にご協力を
時・場
　▽10月9日(日)10:00~16:00
　　京阪電車守口市駅前(守口ライオンズクラブ)
　▽18日(火)13:30~16:30・市水道局
　▽28日(金)10:00~12:00、13:00~16:30
　　京阪電車守口市駅前
　日本赤十字社の活動は、皆さんから寄せられる「寄付
金」で支えられています。
備 9日(日)は、献血会場で骨髄バンクドナー登録ができ
ます。

問健康福祉部・総務課   ℡06-6992-1570

時10月15日(土)10:00~15:00
場京阪電車守口市駅前カナディアンスクウェア
内

▽相談コーナー(会員登録、介護、仕事など)
▽ 体験コーナー(くぎ打ち、かんながけ、パソコンなど)
▽ 無料コーナー(葉ぼたんなどの苗配布、木札書きなど)
▽ 伝承あそびコーナー(コマまわし、めんこなど)
▽ チャリティコーナー(バザー、鉢物植替え、包丁研ぎ
など)
問市シルバー人材センター   ℡06-6998-3601

愛の献血にご協力を愛の献血にご協力を愛の献血にご協力を愛の献血にご協力を愛の献血にご協力を愛の献血にご協力を愛の献血にご協力を愛の献血にご協力を愛の献血にご協力を

もりトピ


